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令和５年度 社会福祉法人輝陽樹会 事業計画書 

 

【法人全般】 
Ⅰ．概要 

 新型コロナウイルスの感染が確認されてから３年が経過、新型コロナの流行は一年を通

して繰り返し、未だなお人々を不安な状況に置き続けている。 

今般、顕著になってきたのがロシアのウクライナ侵攻の影響で原油などエネルギー価格が、

世界的な物価高騰したことによるインフレに拍車をかけ燃料高騰や原材料高も加わり、一

方では新型コロナ禍からの経済活動の再開が進むなか、労働需要が急激に引き締まり人材

獲得競争に勝ち抜く賃上げ要請により、人材不足問題が再熱し始めた。 

令和５年度は、燃料高騰、物価高、労働力を確保できず、設備資金と運転資金の返済も

重荷となり、収益圧迫により最も厳しい年度となる見込みである。今後も新型コロナと向

き合うことになる中での感染症法上の分類を５類への移行は、重症化リスクの高い高齢者

を守る仕組みは欠かせない。また、新たに令和６年４月開業予定の（仮称）特別養護老人

ホームベテラン館ヴィラ桶川の事業展開に向けて、資源高騰における設備備品等どこまで

重荷になるのか予測できない状況である。 

法人の設立から７年が経過し、このように厳しい環境下の中でも、安定的かつ継続的に

組織運営、事業展開を図るため、事業、組織、財政等の課題の明確化に基づく経営基盤強

化への取組みがなお一層不可欠となっている。今後の人口減少社会や複雑化・多様化する

福祉ニーズへの対応、災害等の非常時における事業継続の確保など、地域社会からの様々

なニーズに応え、良質な福祉サービスを継続して提供していくことができるよう、他の法

人との違いを明確にし、事業の方向性を明確にして、職員はどう行動していくか、職員の

方向性を合わせていくためには、経営理念を組織に浸透させていく作業と、組織への愛着

を感じられるような一体感が持てるよう介護事業経営を推進する。 

  

Ⅱ．輝陽樹会・ベテラン館の名前の由来 

 １．輝陽樹会 

 （１）．人生のベテランの方々に最後まで輝く生活を送り続けて頂きたい。 

 （２）．働く職員が人生のベテランの方々の笑顔を頂くことで、心地良い陽の光が当り働く 

   ことに自信と誇りが持てる場所となり施設をつくります。 

 （３）．利用者様に寄り添い、寄りかかっていただけるよう、大地に深く根付く樹、となっ 

   てサービス提供をします。 

法人に関わる全ての皆様に陽が当たり末永く多幸続くよう命名しました。 

 ２．ベテラン館 

  「経験豊富な」「熟達した」という意味を持ちます。 

  人間になぞらえると「経験を積む」ということは「年齢を重ねる」ということになります。

年長者の方々よりたくさんのことを学び、それを活かし、よりよいケアの提供を行いたい
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との想いから「ベテラン館」と命名いたしました。 

 

Ⅲ．法人理念 

  －安心・安全・安定－ 

  私達は利用者の皆様に「そこに人がいて人として接すること」の精神と、「安心」「安全」

「安定」を持って、すべての職員が笑顔、心通じ合い施設運びを通して、幸せで生きがい

に満ちた豊かな生活に貢献いたします。 

 １．心と生きがいについて、全職員が共通理解をして、利用者さま個々に対応します。 

  利用者さまが孤独感を持たぬよう、個性を尊重しながら、共生する生活環境をつくります。 

 ２．いろいろな機会を活かして、内外の交流を盛んにし、利用者さまが社会的存在を実感で 

きるよう図ります。 

 ３．高齢者が持つ不自由・不要・不安・恐怖・イライラ等、親身になって解消に努めます。 

４．すべての職員が明るく、愛情細やかで、利用者さまと心通い合う施設運営をします。 

 ５．ベテラン館はご家族さまと協力して、利用者さまの大切な時間を活かします。 

 

Ⅳ．事業概要 

 １．第一種社会福祉事業 

   特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ（介護老人福祉施設ユニット型） 

    所在地：埼玉県所沢市大字下富１０１１番１      

定員：80名  事業開始：平成 28年 11 月 1日から 

 ２．第二種社会福祉事業 

  （イ）特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ（短期入所生活介護） 

    所在地：埼玉県所沢市大字下富１０１１番１       

定員：20名  事業開始：平成 28年 11 月 1日から 

（ロ）生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業（無料低額診療事業） 

  雪見原クリニック（併設診療所：医療保険 

    事業開始：令和 3年 12 月 1 日から 

 ３．公益を目的とする事業 

   居宅介護支援の事業（居宅介護支援事業所ベテラン館ヴィラ所沢） 

    所在地：埼玉県所沢市大字下富１０７０番１ 

    事業開始：令和 3年 8月 1日から 

 

Ⅴ．法人経営目標及び事業方針と重点的な取り組み 

 １．法人経営目標 

（１）．経営理念の浸透による価値観を共有する組織風土をつくる 

（２）．新たな事業展開に推進する桶川特養開設への対応 

（３）．施設運営における会議・委員会の規定等の見直しと統一化 

（４）．働きやすく職員が定着する職場づくり 



3 
 

（５）．新型コロナ５類移行への感染防止対策 

（６）．業務継続計画（BCP）の義務化への推進 

  

２．事業方針と重点的な取り組み 

（１）．経営理念の浸透による価値観を共有する職場風土をつくる 

  経営理念において大切なのは、利用者や地域の人の幸せに資するものであると同時に、 

働いている職員にも当てはまると感じられることです。法人や事業所の大事な価値観で、 

それによって職員の考え方の方向性が決まり、ブレたり迷ったりすることがなくなり、 

一体感も生まれ、職員のやりがいにもつながり自分たちの仕事が理念とどう結びつけて 

いるかを理解すると、モチベーションが高まり意欲を引き出すことができる。 

現場の職員は目の前の業務に一生懸命で、理念と照らし合わせたり議論したりする機会 

が少なく、利用者を支援するのに手がいっぱいになりがちで、一番身近な直属の上司が、 

理念に照らして支援を行っているのか、日常の業務に理念を落とし込めているかその姿 

勢を常に見ている。先輩や同僚といった仲間の影響も受けやすい傾向にあり、人間関係 

を円滑にするためにも役職者・中間層への育成を図りながら、理念の浸透は組織をまと 

めるためにも不可欠で価値観を共有する職場風土をつくり、結果的には働きやすく利用 

者へのケアの質も向上すると確信する。 

 

（２）．新たな事業展開に推進する桶川特養開設への対応  

令和６年４月開業に向けて、（仮称）特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川の新た 

な事業展開への準備に対応する。令和４年９月１６日埼玉県より「鉄骨造（ラーメン構 

造）耐火建築物を木造（壁式構造）耐火建築物の構造変更」の承認を得て、３階建て木 

造耐火構造の高齢者福祉施設の建物として、断熱性・気密性が高く、外気の気温や湿度 

の影響が少ないため、室内の気温変化を緩和させ快適性を高めるなど、優れた居住性、

夏涼しく冬温かい、安全、環境にやさしいなどの木造ツーバイフォーのメリットは、当

法人の理念に沿った「利用者様の快適性と安全性の提供」が叶えるものと確信していま

す。本年度の具体的な事業計画は、本文（Ⅶ.（仮称）特別養護老人ホームベテラン館ヴ

ィラ桶川の事業計画を参照。 

   

（３）．施設運営における会議・委員会の規定等の見直しと統一化 

  介護事業を行うにあたり、各種の委員会や会議をいずれも理念につながるよう運営して 

いる法人は、総じて職員の理解度が高いと言える。現場の職員が経営理念に照らして自 

らの行動を検証できるようになるには、経営層が管理職にどう伝えていくかが鍵となる。 

新たに桶川特養の事業展開するうえでこの機会に、現行の施設運営規程に定めている会 

議・委員会（各３会）と管理者が必要と認めた９会議等を見直し共有する。 

新に権利擁護・虐待防止への取り組みなど業務・支援内容を見つめなおすことが求めら 

れ、これらの規定や職員への対応力の能力向上への支援や周知徹底方法など具体的に検 

討し、共に管理職同士の考え方にズレがないように、見直し統一化を図っていく。 
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（４）．働きやすく職員が定着する職場づくり 

  介護人材が離職してしまう原因となりやすい「職場の人間関係」、人間関係のマネジメ 

ントは数回の研修や勉強会ではすぐには改善できないように長期的な目線で考えてい

く必要がある。そのためには、良好な職場の人間関係の構築を目的とした「職場づくり」

が重要で、組織づくりに一貫性を保たせることと、人事制度から、求人の内容、社内規

定など細かいところまで理念に沿った統一することが、職員の事業所に対する不信感や

将来の不安を払拭できると考える。 

職員満足度調査を検討する中で、上司の説明の仕方、指導の仕方が十分ではなく、部下

が成長するよりも自分が成長しなければならないとなかなか自分自身のスキルアップ

がままならない状況に陥っていないか。部下の育成に力が入らず、ワークリテラシーも

ヘルスリテラシーも低下していないか。 

  ケアの質を担保しつつ生産性が高く効率的なチームづくりには、①素直に意見を言う、 

②協働する、③試みる、④省察する、要素が必要である。 

話しやすさ、新しい考え方や価値観を歓迎する姿勢、チャレンジできる環境、チーム内

での助け合い、これらを指針にして働きやすい環境をつくる。 

 

（５）．新型コロナ５類移行への感染防止対策 

  政府は、新型コロナの感染症法上の分類を大型連休明けの５月８日に、２類相当から季

節性インフルエンザと同じ５類に移行を示した。波が訪れるたびに、病床が埋まり医療

が逼迫し、高齢者施設のクラスターは各地で発生しいつかみた光景が繰り返された。 

当施設では、陰圧機の活用と全室個室のユニット型の特養が感染の広がりを抑えるうえ

で大きな役割をはたしてきたが、感染速度が速いウイルスによって３年目には２度のク

ラスターが発生した。高齢者は新型コロナウイルスに感染すると重症化リスクが高く、

従来の季節性インフルと同様に対応できる疾患になるにはもうしばらく時間がかかる

と言われているが、当法人では、昨年施設内に診療所を開設し、発熱者への対応・診療

を行うことができ、結果として重症化を防ぐ効果があり入院者減少に繋がった。 

一方、職員の罹患における季節性インフル等、高齢者施設では面会制限など施設内感染 

やクラスターを防止の基本的対応方針を継続して実施し、今後も、高齢者施設における 

業界では感染の指針の策定が発表されるなかでも、コロナの治療に使う経口薬タイプの 

抗ウイルス薬の処方と適切な初期治療を行い、感染しても重症化を予防するために毎日 

の生活での基礎体力を維持しながら、コロナ感染した高齢者も治療後にもとの生活に戻 

れるような体制の構築していく。 

 

（６）．業務継続計画（BCP）の義務化への推進 

  ２０２１年度介護報酬改定において、全ての介護サービス事業者を対象に BCP の作成が 

義務付けられた。３年間の経過措置期間が設けられ実務的には来年３月までの作成が求 

められている。現場で活用できるレベルの BCP を作成するためには、現場を巻き込んで 

作成するように工夫し、かつ一度作成した BCP の検証・訓練を通じたブラッシュアップ 
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を行い、研修や実施までが含まれているため２０２４年４月から完全義務化ＢＣＰ策定 

に向けて、「計画の策定」と「研修の実施」さらに「訓練の実施」緊急事態が発生して 

も、策定と研修・訓練の実施を行なえるだけの組織体制を整えていきたい。 

 

Ⅶ．評議員会・理事会等の運営 

  社会福祉法の適正な運営を行うため、定款及び定款施行細則の規程に基づき評議員会及び 

  理事会を次の通り開催します。 

 

  ＊理事会（業務執行機関）の職務 

業務執行の決定、理事の職務執行の監督、理事長の選定及び解職 

  ＊評議員会（法人運営に係る重要事項の議決機関） 

   法令及び定款（定款例第 10 条他）の定める事項の決議 

  ＊監事（理事の職務執行の監査） 

   理事の職務執行を監査し監査報告を作成 

理事会への出席義務と評議員会への報告義務、理事の行為の差し止め 

 

  特に、令和５年度は役員と評議員の同時任期満了に伴う選任決議と、桶川特養における設 

備備品等の一般競争入札などの決議事項として開催が見込まれている。 

 

１．令和５年度理事会・評議員等の開催予定日 

（１）．令和５年６月１日 理事会開催 

  令和４年度事業報告及び決算報告、監事監査結果報告 

役員・評議員の選考決議等 

（２）．令和５年６月１６日 評議員選任・解任委員会開催 

 評議員選任の決議 

（３）．令和５年６月１６日 最初の定時評議員会開催 

令和４年度事業報告及び決算報告、役員の選任決議等 

 （４）．令和５年６月１６日 理事会開催 

   理事長重任の決議 

（５）．令和５年９月２８日 理事会開催 

理事長の職務の執行等 

（６）．令和５年１２月１４日 理事会開催 

理事長の職務の執行等 

（７）．令和６年３月６日 理事会開催 

令和５年度補正予算、令和６度収支予算、事業計画等 

（８）．令和６年３月２１日 評議員会開催 

令和５年度補正予算、令和６年度収支予算、事業計画等 
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  臨時開催 

（仮称）特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川の施設備品等による一般競争入札公告 

と契約等の決議における理事会（数回）、基本財産の追加における定款変更の臨時の理事 

会と評議員会を開催する予定である。 

 

 ２．監事の権限と義務 

  監事は、理事の業務遂行・職務執行及び財産を監査する役割を担い、法人全体の経営の適 

切性について監査報告を作成します。主な職務は、業務監査（規程の整備状況、役員・理 

事会・評議員会、人事管理、施設運営、福祉サービスの向上に関する事項）と会計監査で 

ある。 

・令和４年度決算に関する監査 令和５年５月１７日 

 

 ３．据え置き、閲覧 

  社会福祉法に伴い、次の計算書類等・財産目録等を事務所に据え置きます。 

（１）．計算書類等（計算書類、事業報告、これらの附属明細書、監査報告）は、理事会の 

承認を受けた後、定時評議員会の２週間前の日から、主たる事務所に５年間備え置き 

（２）．財産目録等（財産目録、役員名簿、報酬等の支給基準を記した書類、事業概要その他 

省令で定める事項を記載した書類）については、定時評議員会の承認を受けた上、主た 

る事務所に５年間備え置き 

 

 ４．公表 

  インターネットの利用により、桶川特養の入札関連や上記３．の据え置き、閲覧の書類等 

や定款の変更の内容を遅滞なく公表します。 

 

 ５．随意契約による 1年又は２年契約の業者及び価格見直し 

  随意契約の 1年及び２年の契約に対する契約見直しを実施する。 

対象は、日用品、寝具レンタル、産業廃棄物収集、食事委託、紙おむつ、私物洗濯。 

 

 

６．職員計画 

大幅な賃上げニュースが相次いでいる。日本企業は持続的な賃上げで人材獲得競争を勝ち 

抜く経営力が問われ、国内需要は比較的堅調でコロナ禍からの経済再開が進むなか、人手 

不足も深刻化している。せきを切ったような賃上げ表明が高賃金を払える会社には人材が 

集まり、払えない会社からは人材が離れ、人材獲得は業界内の内向きの競争からグローバ 

ルな競争に変わっている。 

介護業界においては労働力を確保できず、経営に行き詰まるなど取り巻く環境はいっそう 

厳しくなる恐れがある。 

当施設においても、現状維持が見通せない状況で職員の退職など減少傾向にあるが、外国 
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人介護人材の受入れを継続し、職場に馴染んでもらうための工夫や、そのためにも介護現 

場において魅力的な環境づくりを進め、誰もがより働きやすく、長く働きたい職場にして 

いきたい。 

■在籍状況（実績＝R4年 12 月末現在、令和 5年度計画：期首 4月と期末 3月の在籍数） 

  職名 実績 4 月 3 月 資格 備考 

法
人
本
部 

法人本部長 1 1 1 介護福祉士  

法人事務長 1 1 1 介護福祉士 施設 

事務長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

特
別
養
護
老
人
ホ
䤀
ム
ベ
テ
ラ
ン
館
ヴ
䣵
ラ 

施設長 1 1 1 介護支援専門員/社会

福祉主事任用 

常勤 

嘱託医（兼産業医） 2 0 0 医師  非常勤 

医務室 

 課長 

  

 

1 

1 

6 

3 

5 

 

1 

1 

6 

3 

6 

 

1 

2 

6 

3 

6 

 

正看護師 

 〃 

 〃 （夜間専従） 

准看護師 

 〃 （夜間専従） 

 

常勤 

常勤 

非常勤 

常勤 

非常勤 

包括ケア推進課 

 副施設長 

 主任 

 副主任 

 副主任 

 

1  

1 

 1 

1 

1 

 

 

2 

 

1 

1 

 1 

１ 

1 

0 

1 

2 

 

1 

1 

 1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

介護支援専門員相談員 

介護支援専門員 

 〃 

管理栄養士 

柔道整復師 

介護支援専門員相談員 

管理栄養士 

理学療法士 

 

常勤 

常勤 

常勤 

常勤 

常勤 

常勤 

常勤 

非常勤 

生活ケア課 

 課長 

係長 

係長 

主任 

 副主任 

   

 

 

1 

1 

1 

2 

 3 

22 

6 

2 

2 

5 

 

1 

1 

1 

2 

3 

23 

5 

2 

2 

4 

 

1 

1 

2 

2 

3 

25 

10 

4 

0 

1 

 

介護福祉士 

短期相談員/介護福祉

士介護支援専門員 

介護福祉士 

 〃 

 〃 

〃 

 〃 （外国人留学生） 

介護職員 

 〃  

 

常勤 

常勤 

常勤 

常勤 

常勤 

常勤 

非常勤 

常勤 

常勤 

非常勤 

事務課      
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 1 

3 

0 

1 

2 

1 

事務員 

 〃 

常勤 

非常勤 

雪
見
原
ク
リ
ニ
䣹
ク 

無料低額診療 

 院長 

  

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

  1 

2 

 

 

1 

  1  

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

医師 

医師 

准看護師 

事務員 

放射線技師 

臨床検査技師 

 

常勤 

非常勤 

常勤 

常勤 

非常勤 

非常勤 

ベ
テ
ラ
ン
館
ヴ
䣵
ラ
所
沢 

居宅介護事業所 

 管理者 

 

1 

 

  1 

 

1 

 

主任介護支援専門員 

 

常勤 

 

 合計 

常勤 

非常勤 

82 

50 

32 

 79 

51 

28 

85 

55 

30 

  

＊介護老人福祉施設事業と短期入所生活介護事業兼務及び無料低額診療事業兼務 
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【特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ】 

Ⅰ．特別養護老人ホームベテラン館ヴィラの施設運営 

１. 基本目標と基本方針 

社会福祉法人輝陽樹会の基本理念である「そこに人がいて人と接すること」らしく生活出

来る環境づくりをモットーに、全ての職員が笑顔、心通じ合い施設運びを通して、幸せで

生きがいに満ちた豊かな生活に貢献し、利用者様が健康で生活感あふれる日常を過ごせる

よう目的を定める。 

（１）．利用者様の健康状態、身体状況を充分考慮に入れ、各部署の職員による情報の提供 

と連絡、相談を密にし、それぞれの利用者様が安心して生活が送れるよう、職員１人１ 

人が利用者様を良く観察し対応する。 

（２）．地域社会との交流を図るため、昨年に続き感染予防対策による自粛等の制限の中で

も、地元の並木・富岡・柳瀬ブロック連携会議の参加、情報の交換や、地域のニーズ及

び利用者家族様の動向、希望等を聞き施設運営に反映する。 

 （３）．利用者様が施設行事に気軽に参加出来るよう、地元ボランティアに協力をお願いし、 

日常生活に変化と季節感が持てるような施設での飾付け、催し物を工夫し開催する。 

 

２．事業目標 

（１）．特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ 利用稼働率９８．０％以上確保する。 

  ①．入退所検討会議を円滑に行い、退所者が出てから速やかに次の入所者を迎えるため体 

制（含むショートステイからの受入）を整備する。 

  ②．入所者の健康管理を行い心身の状況の変化と感染症や事故予防策を強化するとともに 

早期発見の対策を講じ、空床を作らない努力をする。 

（２）．より良いサービスの提供と運営ができるよう加算体制の維持・発展を目指す。 

（３）．利用者ニーズに応えていけるよう各職場でサービスの向上に努める。 

（４）．管理職は専門職として知識と技術を磨き人材育成と職員の介護へのやり甲斐に積極

的に取り組みを行う。 

（５）．職員全員が専門的な知識と幅広い対応能力を養う。 

一般職員は接遇マナー教育を管理職から教わり、利用者の権利擁護と、身の回りの整理

整頓に努め、快適で楽しい生活が送れるように支援する。 

 

 ３．施設運営の組織の課題と目標 

利用者様一人一人が生活に意欲を持ち満足度が向上するようなサービス提供、個々の職員

が現状からレベルアップ、スキルアップできるような環境作り、そして地域の皆様と共に

歩んでいけるよう交流や貢献を図る為に、理事長、施設長、の下職種を問わず職員が一丸

となって以下の重点項目を実施していく事とする。 

（１）．利用者サービスの向上 

利用者様一人一人の身体面、機能面、ニーズ等の把握を深める事により、柔軟なケアが

提供できる状況を作り、生活意欲や満足度の向上に繋げていく。 
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具体的には地域のボランティアの方やご家族の協力による活動等を日常のコミュニケ

ーションから希望や要望を聞き出し、可能である事は実践し難しい要望である場合は代

替案を提示する等により、多くの利用者様とご家族様から｢この施設に入所できて良か

った｣と思って頂けるよう支援して行く。 

（２）．職員の待遇 

職員個々のスキルアップを図る為に施設間交流研修の検討、自施設以外の施設業務やケ 

アを身につける事等により、職員としての学びや気づきを増加させる事でレベルアップ 

を図って行く。又、これまでと同様に外部研修への積極的な参加や内部研修の企画及び 

実践により、知識と技術を向上させて行く。内部研修の詳細については研修年間計画を 

策定し別記とする。日常ケアを行って行く中で看取り介護の実践、感染症対策の更なる 

強化、事故防止については重要な要素である為、併設する雪見原クリニック医師からの 

助言や相談をする事で職員個々が意識を高め、チームケアを進めて行く事とする。 

その他、人事考課制度や会議・委員会内容の充実、思いやりを持った働きやすい職場環 

境の設定によりチームビルディングの構築と更なる強化を目指して行く。 

（３）．地域交流 

これまでの活動により成長していくためにも、今年度は地域交流を積極的に進めて行く 

事とする。地域住民と共に学ぶ施設における行事交流の検討と、地域の学校（秋草学園） 

からの職場体験等については引き続き継続とする。 

（４）．各部門の課題と目標 

①．生活ケア課 

   ・業務の標準化（食事・入浴・排泄等） 

職員の介護に関する基本な知識・技術の習熟度を上げる。 

・個別ケア                                    

個別ケアの知識や思考を学ぶことで、利用者一人一人に対して適切な個別ケアサー 

ビスが提供できるようにする。 

   ・接 遇 

利用者等に対して「真心」「思いやり」「気配り」の心を持った介護と接遇に努める。 

   ・他部署との連携 

    ケアプランを基に介護・看護・リハ・栄養課との連携を密にし、利用者が安定した生 

    活と精神状態を保ち、穏やかに日々を過ごせるように支援をしていく。 

   ・事故防止 

    事故対策委員会を中心に事故・ヒヤリ報告書を集計し事故発生時の状況等を分析する。 

事故の発生原因、発生傾向、結果を取りまとめ有効な防止策を検討しその内容を周知 

する。 

引き続き、防犯カメラを利用して事故の発生状況等を分析して再発防止に努める。 

②．医務室 

   利用者の安全で快適な生活を維持するための看護・医療面での一次・二次予防の推進、 

感染症の発症予防及び蔓延防止（新型コロナウイルス、インフルエンザ等）及び褥瘡を 
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含む皮膚トラブルの予防に努める。 

・より良い看護ケアを提供する 

    利用者様の中にはハイリスクの方がおり、看護師の高いアセスメント能力が求められ 

る。他職種から利用者様についての情報を収集。収集した情報を基に医師や他部門に 

状況の発信を率先して行う。また生活の場での健康管理、療養環境の保持に努める。 

   ・看護職員それぞれの目標を設定して、スキルアップを図る 

    リーダーの役割の職員 1名の協力を得て行っていく。 

    各個人年間目標を上げモチベーションの向上につなげる。 

    人事考課表に、4月に自己目標を設定。面談年 1回実施。 

・看取り介護の理解を深める 

    看取り介護の流れ（フロー）を医務課で令和 2年に作成済み、チームで看取り介護を 

    行える様、カンファレンス開催等他職種に働きかける。施設内外の研修を活用。 

・感染対策の徹底 

    新型コロナウイルス感染症をはじめ、流行性感染症に備え感染予防を徹底、感染委員 

    を中心にスタンダードプリコーションを全職員に 1回/月実施。 

万が一感染者が発生した場合追跡が出来る様、ユニット訪問はフロアー担当毎に極力 

限定。また発生時はマニュアルにそって対応する様対策している。 

③．包括ケア推進課 

   包括ケア推進課は、生活相談支援（相談員・介護支援専門員）、栄養管理（栄養士）、 

機能訓練（機能訓練士）の組織による構成です。目標は下記の通りです。 

ア．生活相談支援 

・安定した施設運営を行うため、実質稼働率９８％以上を目指します 

申込者数を増やすために、定期的に近隣の医療機関・居宅介護支援事業所等にパンフ 

レットを送付し、待機者の獲得に努めます。地域の実情を把握することに努め、地域 

の利用者のニーズにあった施設の在り方を追求します。 

・スムーズな入退所の受け入れ体制を作る 

退居から入居までの間隔を７日以内とするため、入退所判定委員会で受入れ可能とな 

った入居希望者には迅速に施設方針の再説明・確認を行うとともに、必要書類の作成 

準備を依頼します。入居の申込みは窓口対応を原則とし、申し込みと同時にアセスメ 

ントし、早期に事前調査を実施することで入所希望者の確保に努めます。 

・ご家族に対し、きめ細やかな情報を提供し、信頼関係の強化に努めます 

熱発や体調不良時など、入所中のようすに変化が見られた時など、詳細な状況を適時 

連絡することで、ご家族との連携強化をはかりコミュニケーション構築に努めます。 

関係部署に情報提供を行うことで、一貫したケアを目指します。 

・施設での生活状況をわかりやすく説明します 

カンファレンスで挙げられた議題や生活状況について説明し、ご家族の意向や要望を 

反映した施設サービス計画書を作成します。 

・入院中のご入所者の状態把握に努めます 
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入院先の相談員と積極的にコミュニケーションを図り、入所者の状況を適宜把握し、 

退院と同時に受け入れ体制が取れるようにします。また、状態が大きく変化された場 

合や、常時の医療行為の必要性などにより今後特別養護老人ホームでの生活が困難に 

なってしまった場合には、ご家族が不安にならないよう支援します。 

イ．栄養管理 

     利用者に提供する食事、特に、献立の内容、提出書類の確認など厨房委託会社と連携を 

とり円滑に進めていく。一方、管理栄養士による「おやつレク」は恒例となり、利用者 

のレク（機能訓練）の一環としても有用となっておりますので、今年度も引き続けて参 

りたいと考えております。 

ウ．機能訓練 

利用者の身体・精神面の特性・変化を把握し医師、看護、介護、リハビリテーションの 

セクションが一体となり、個々に合った安全で無理のない訓練を施行する。     

慢性疾患や障害を持つ利用者に対しても、運動機能を正しく評価しその体力や残能力か 

ら生活の場で発揮できる能力を予測し、日常生活への適応を目指す。 

また、スタッフの主観や経験から判断することなく、利用者が訴えている言葉、動作、 

行為の一つひとつを注意深く観察し、精神的高揚につながるようアプローチを行う。 

機能訓練計画に沿った機能訓練を行いご利用者様のQOL維持・向上を目指し、又ご利用 

者様がより良い生活が送れる様に他職種との連携をより一層強化しご利用者様に合っ 

た機能訓練、サービスを提供出来る様に努めます。 

 

４. 利用者処遇（重点項目） 

（１）．染症対策 

新型コロナウイルス感染症に対しては、過去３年間の経験の中で蓄積された知識・技術 

などを、マニュアルや訓練（シミュレーション）に反映させ、利用者の安全・有事の適 

切な対応に繋げていきます。またその他感染症に対しても、スタンダードプリコーショ 

ンを徹底し、日常的に感染予防を意識して取り組んでいきます。 

（２）．利用者個別ケア 

ユニットリーダーを中心に、介護・医務・リハビリ・栄養などの専門職及び家族とも情 

報を共有し、個別のケアを行っていきます。基本的には、自立支援、ADL の維持・改善 

を支援していきます。提供するサービスについては利用者、ご家族の同意を得た上、看 

護職、介護職等の各職種共同で援助を行い、一方で、加齢や疾患などの理由から介助が 

必要になったり、徐々にADL が低下していく方に対しては、状態変化に合わせたケアを 

行っていきます。特に食事や排泄、移乗・移動などの各動作・機能は生活全般に影響が 

あり、自信と誇りを持って生活するための基盤でもあるため、各部署連携し、常に状態 

の改善を目指したケアに取り組んでいきます。 

（３）．認知症ケア 

入所されている利用者のなかには認知症により、生活の一部または多くに介助が必要と 

なっています。一人一人の認知症症状の理解に努め、不安やストレスなく、その人らし 
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い表情で穏やかに過ごしていただけるよう適切な認知症ケアの提供に努めます。また、 

日々新しくなる認知症ケアの情報収集にも努め、「根拠に基づく認知症ケア」の実践を 

目指し、日々の指導・研修等を通して、職員の育成に努めていきます。 

（４）．看取り介護（ターミナルケア） 

看取り介護を提供している施設として、終末期を迎える利用者については、医師の指導 

のもとに、家族とも状態の変化を共有し、状態の回復を目指す一方で、終末期に向けた 

過ごし方や、医療・介護の希望などを丁寧に話し合い、本人に寄り添ったケア（看取り 

介護）に繋げていきます。職員にあっては、これまでの経験のほか、研修などを通して 

看取り介護の在り方を深く追求し、利用者・家族と寄り添ったケアの提供に努めていき 

ます。 

（５）．リスクマネジメント 

利用者の生活の中で、転倒などの事故はADL の低下に直結し、その後の生活に大きな影 

響を与えるものです。日々の生活の中から、今まで出来ていた生活動作の変化などへの 

気づきを「ヒヤリハット」として記録し、職員間で共有することで、再発予防につなげ 

ていきます。必要に応じて関係各部署とも連携し、状態の改善に向けた取組を開始して 

いきます。また転倒～骨折のほか、状態変化に伴う入院によるADL の低下などに際して 

は、退院後、関係各部署との連携により、状態に合わせた健康管理・介助方法の統一・ 

リハビリの介入等により、以前の生活を取り戻せるよう支援していきます。 

（６）．生活支援 

新型コロナの影響により、この３年間は、外出や家族との直接の面会が制限されるなど、 

利用者や家族にとってもストレスの多い３年間となったことから、今年度は、コロナ禍 

における施設での生活を再構築する１年として、様々な取り組みを行っていきます。 

その中で、利用者・家族・職員が、笑顔を絶やすことのない生活環境を取り戻していき 

ます。 

（７）．個人の尊厳 

「尊厳」というものの意味をしっかり理解し、利用者一人一人と真摯に向き合い、個別 

のケアを提供するための職員指導を行っていきます。特に高齢者施設における「高齢者 

の人権」「権利擁護」「高齢者虐待防止」「身体的拘束の適正化」など多くの課題につ 

いて、研修等を通じて理解を深めていくことで、利用者・家族が、安心して施設での生 

活を送っていただけるよう努めていきます。 

 

５．処遇内容 

－上記の目標の達成のために、次の内容で援助を行う－ 

（１）．利用開始時の処遇内容等の情報を正確に提供し良好に継続できるように援助する。 

（２）．職員による創意あふれる処遇改革により日常生活の介護・援助を実施する。 

（３）．認知症を有する利用者には、ユニット内や食堂居間を家庭的な雰囲気にすることで 

 落ち着いた心身状況を作るように心がけ、アセスメント実施や計画、観察、評価、記録 

 などを徹底する。 
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（４）．身体拘束廃止にはマニュアルに沿った取組み行い身体拘束ゼロを実現維持する。 

（５）．虐待防止には職員全員で全力に取組み利用者本位のより良いケアの実現を目指す。 

（６）．利用者への健康管理は、利用者各人の疾病を十分に配慮し、医師、協力病院と連携 

  を図りカンファレンスの実施や機能訓練を通じて日々の健康管理・施設内感染の防止・ 

  予防接種の実施、疾病の早期発見、早期治療に取り組んでいきます。夜間につきまして 

は、看護職員の夜勤体制を継続、協力病院等との連携で緊急時でも素早く対応できるよ 

う努めます。 

（７）．各種行事・レクレーション活動は、日常生活において各人の連帯感・協調性を養う

ばかりでなく、生活に明るさと潤いを持たせるうえで大きな役割を果たす。実施にあた

っては年間行事作成、職種連携によって計画・実施・評価をし、身体的・精神的状況を

充分考慮した上で入所者が簡単に参加できるように努める。 

（８）．家族と離れて生活することから生ずる精神的・心理的不安の解消に努め、家族及び 

  入所者が安心して生活できるように相互理解を深め家族交流を援助していく。 

（９）．栄養・給食は、調理された食事を適切な衛生管理、温度管理の下に食中毒の予防、 

  厳格な衛生管理を行い、また、手作りおやつを各ユニットにて１か月に一度の割合で実 

  施する予定です。利用者の病状や体調・残存機能に合わせた食べやすい献立、形態、嗜 

  好にも十分配慮して提供いたします。 

（10）．防災計画は、施設管理で最も重要で利用者及び職員の安全確保に取り組む。 

利用者を災害から守る、そのため火災を出さないを基本に置き、特に注意を払い防火に 

努める。火災に限らず、地震発生時などについても、実用的な「ＢＣＰ計画」により実 

践的な訓練を実施する。また、不審者対策や洪水時の対策と共に感染症の発生時等の計 

画も盛り込み、感染症発生時の諸対応も含めて事業の継続が可能であるように取り組み、 

発生時を想定してシュミレーション訓練を行う。 

（11）．事故防止対策では、事故やヒヤリハットの検証を行い再事故の防止に取組み、リス

クマネジメントの強化を図る。 

（12）．地域の高齢者介護の拠点として、地域住民と共に歩む施設となるように、地域の介 

  護力の強化のための講習会、可能な限り利用者が散歩や花見、買い物、地域の行事やお 

  祭り等で地域に出かけ、地域住民と触れ合う機会をつくります。 

具体的には、富岡まちづくりセンターの富岡福祉プロジェクト会議・住民懇談会に参加 

し、また、十四軒自治会の十四軒天王様夏祭りに積極的に取り組んでまいります。 

学校法人秋草学園秋草学園高等学校で実施されるボランティア授業の職場体験の受入

れは、新型コロナウイルス感染防止のため、中止とされていたが再開された場合には受

入れを検討する。 

（13）．個人情報の取扱いにおいては、事業者、介護従事者が第三者に漏洩することがない 

  よう、必要な措置を講じ防止に努る。 

（14）．クレームは真摯に受け止め「即」対応して苦情解決の取組む。 

 （15）．入所者の目標（標準的な日課）  

  当施設はユニット型なので、24時間シートの活用を進め、個別ケアに力を入れています。 
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下記の表は、各ユニットの標準的な日課（ケア）の内容です。 

時間 日課 時間 日課 

７：００ 起床・洗面・着替え １５：３０ 余暇活動 

７：２０ お茶 １６：００ 排泄介助 

７：３０ 食堂への誘導・移動 １７：３０ 食堂への誘導・移動 

８：００ 朝食・口腔ケア １８：００ 夕食・口腔ケア 

９：００ 排泄介助・ 

入浴（月・火・水・木・金・土） 

１９：００ 洗面・着替え 

１１：００ 余暇活動   

１１：３０ 食堂への誘導・移動 ２０：００ 排泄 

１２：００ 昼食・口腔ケア ２１：００ 消灯 

１３：００ 入浴（月・火・水・木・金・土） 以降１時間毎の見回り 

１４：００ 排泄介助 ２４：００ おむつ交換 

１４：３０ 余暇活動  ４：００ おむつ交換 

１５：００ おやつ   

  ※排泄は個別ケアの為時間はご入所者毎違います。 

（16）行事食予定     

月日 行事名 備考 

4 月 お花見御膳 昼食 

5 月 5日 端午の節句 昼食 

6 月 梅雨のお楽しみランチ 昼食 

7 月 7日 七夕 昼食 

7 月 土用の丑の日 昼食 

8 月 精進料理 昼食 

8 月 夏祭り 昼食 

9 月 敬老の日 昼食 

9 月 10 日 十五夜 昼食 

10 月 秋の行楽 昼食 

10 月 31 日 ハローウイン 昼・おやつ 

11 月 1 日 開所記念 昼・おやつ 

12 月 22 日 冬至 昼食 

12 月 24 日 クリスマス 昼食 

12 月 31 日 年越しそば 夕食 

1 月 1日 おせち料理 昼食 

1 月 3日 三日とろろ 朝食 

1 月７日 七草がゆ 朝食 

2 月 3日 節分 昼食・おやつ 
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2 月 14 日 バレンタインデー おやつ 

3 月 3日 ひな祭り 昼食・おやつ 

   ＊毎月１回のお誕生日（昼食）を実施予定 

 

６．職員研修年間計画 

  利用者様・ご家族様等・地域の方々に信頼される質の高いサービス提供に向け、全職員の  

資質向上を目的とし、人材育成・モチベーションの維持向上と・知識と技術の習得をすす 

め変化に対応できる人材を育成する。基本理念・施設運営方針の周知徹底と、利用者ケア 

の向上および職員の安全衛生や福利厚生の充実を図り、全職員向けの内部研修を実施する。

一人ひとりの職員の意見・要望・提案を聞き取る場ともなるようにする。 

施設内の全職員が共通の認識を持つことにより、チームワークの強化をはかりながら各情

報の周知徹底を図る。 

・内部研修 

職員としての心構え・基本理念・基本方針を正しく理解するために内部研修を行なう。 

研修委員会を中心とし介護職員の基本介護技術の習得等に力を入れ、自信を持って日々 

の業務を遂行できる力を養うとともに、やる気向上と時代に合った介護サービスの提供 

に取り組む。 

４月 ①「法人理念・ハラスメント対策」 ②「感染症」 

５月 ①「事故防止」          ②「身体拘束」 

６月 ①「看取り介護」         ②「褥瘡・寝たきり防止」 

７月 ①「守秘義務」          ②「認知症の基礎知識」 

８月 ①「レクリエーション」      ②「排せつ状態改善」 

９月 ①「口腔衛生管理」        ②「サービスマナー」 

１０月 ①「感染症」           ②「事故防止事例検討」 

１１月 ①「虐待・拘束」         ②「法人理念・職業倫理」 

１２月 ①「認知症事例検討」       ②「看取り介護」 

１月 ①「褥瘡・廃用症候群」      ②「守秘義務・個人情報」 

２月 ①「排せつ事例検討」       ②「介護課程」 

３月 ①「サービスマナー」       ②「レクリエーション」 

＊入職時のオリエンテーションにて初回の内部研修「新入職員研修」を行う。 

「新入職員研修」は施設長と部署の責任者で行う。 

・外部研修 

埼玉県社会福祉協議会・埼玉県県民健康センター等の研修・会議等には積極的に参加す 

る。今年度は、高齢者虐待防止研修の管理者、一般向けの研修を受講する。 

介護保険制度や業界等の動向・情報・知識・技術を意欲的に吸収する機会とする。 

外部研修参加者は研修報告書により報告するとともに、研修委員会と連携を図り、他職 

員にも周知できるように研修報告書を提出する。感染予防対策を実行した上で参加する。 
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・年間研修計画予定表  

研修計画については、内部での研修を優先に月 1回実施の予定である。 

外部研修については、埼玉県が提供する研修等を中心に受講し、事業展開の中で検討し 

実施する。 

・行事予定   

季節 行事名 行事内容 

４月 お花見 お花見ツアー、秋草学園とのコラボ 

５月 母の日 

菖蒲湯 

 

６月 父の日  

７月 七夕 笹を飾る 

８月 夏祭り ４月発足の夏祭り委員会で決定する 

９月 敬老会 全館行事としての位置づけ 

10 月 ハローウイン 全館に飾りをして楽しむ 

11 月 開所記念  

12 月 クリスマス 

ゆず湯 

サンタが登場。プレゼントを配る。 

１月 お正月（お屠蘇）  

２月 節分 

バレンタイン 

職員が鬼になって 

チョコレートを配る 

３月 ひな祭り 

ホワイトデイ 

ひなあられ、甘酒 

 

７．施設における会議及び委員会  

介護保険制度の改正等を据えた介護サービスが提供できるように、職員の意識向上・知識 

向上・技術向上とサービスの質の向上を図ることを目的とする。 

利用者様・ご家族様等の希望・要望に添ったサービス提供を行い、満足感を高めることを 

目的とし、理事長の指導助言もいただき各種会議を開催する。 

サービス提供の目的・計画・実践が職員の総意によって実施できる様、意思の統一を図り 

チームワークを強化し、法人理念の達成に向けて報・連・相を強化する。 

今年度は、当施設における虐待と思われる調査結果の事象に係る改善計画の提出（令和５ 

年１月１９日）に伴い、虐待防止委員会の設置と体制や組織作りを構築し、職員全員に対 

して虐待対応マニュアルの周知徹底を図る。また、（仮称）ベテラン館ヴィラ桶川の特別 

養護老人ホームの開所に向けて会議・委員会等における規程・マニュアルを共有するため、 

改定すべきところを検討し改訂を行う。 

会議の内容は会議録とし、全職員が会議録をパソコンで確認できるようにする事と会議に 

出席した者からの伝達により、全職員に周知徹底を図る。 

また、利用者サービスの質の向上と科学的介護の取り組みを進めることも含めて目的とし 
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て、各委員会を開催する。各委員会が中心となり今年度の目標の達成に向けて取り組む。 

職員は自ら、主体的・積極的にキャリアアップを図る。 

主な、会議と委員会の開催状況 

 会議・委員会名 回数 備考 

 

運営規程に

定めた 

入退所検討会議 随時 施設長 

施設サービス計画に関する会議 月１回 介護支援専門員 

入所者に提供する食事に関する会議 年４回 施設長 

感染症及び食中毒まん延防止委員会 ２か月１回 施設長 

身体拘束廃止委員会 ２か月１回 施設長 

事故発生防止委員会 ２か月１回 生活ケア課長 

 

管理者が定

める 

虐待防止委員会 月１回 施設長 

褥瘡対策委員会 ２か月１回 看護職員 

給食委員会 月１回 管理栄養士 

安全衛生委員会・ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ会議 月１回 理事長 

 

施設の会議及び委員会は、「運営規程が定めた会議・委員会」及び「管理者が定める会議・ 

委員会」に定めている。 

これらの会議・委員会は、運営会議において「運営規程が定めた会議・委員会」及び「管 

理者が定める会議・委員会」について法人理念の周知徹底と事業計画の目標達成に向けて 

取り組み、サービスの質の向上を図り、仕事のやり易さ・仕事のやり難さを検討し、意欲 

を持って仕事に取り組めるよう職場環境の整備に取り組み、必要な改善などは検討し改訂 

を図っていく。 

事業計画の立案は１年に１回、計画の振り返りは毎月行い、目標達成度を評価する。 

 

８．職員の健康管理 

職員は、心身ともに健康でなければならない。健康保持に努め自己管理をし、利用者ケア 

及業務に支障を来たさぬように日頃から規則正しい生活をする。衛生管理者は、各部署と 

のチームワークを大切にし、職員の労働環境を把握し、常に円滑な労働ができるよう推進 

する。もしもご自身又はご家族様が体調不良になった場合は出勤前に施設に連絡して受診 

や出勤等の指示を受ける。 

・全職員を対象とし、定期健康診断を適正に行う。 

（胸部レントゲン・尿一般・血液・聴力・腰痛問診及びその他必要項目） 

・腰痛予防のために、腰部健診の必要職種職員の腰部の検診を行う。 

（腰痛問診・腰部レントゲン・尿一般及びその他必要項目） 

・ストレスチェックは、外部に委託して実施する。 

・職員健康診断後、必要な場合は、産業医の面接を受ける。健康で勤務できるよう指導・ 

 助言をいただく。 
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・管理栄養士・調理員等は１ヵ月に１回、夏場は2 回の細菌検査を受け、感染症の症状が 

ある者は、必ず診療所及び医療機関に受診する。 

・全職員は日常的に「標準感染予防策」を徹底して実行する。 

・職員の新入職時には、オリエンテーションとともに、健康診断も受ける。 

・災害等発生時は、自分の命を守る。勤務時は、自分の身を守り利用者様の安全確保と対 

応を冷静に行い、公休日等は、自分の身を守り家族の安全を確認し施設に駆けつける。 

 

Ⅱ．短期入所生活介護の運営 

短期入所生活介護事業は、昨年度に引き続き、換気・手洗い・消毒等の徹底、送迎時の検 

温や体調確認等を行う。感染防止のためには、特養との行き来は可能な限り行わず、万が 

一の場合にも感染が拡がらない様にします。その他、看護師・感染委員会とも連携して、 

コロナウイルス以外の感染予防にも努める。 

コロナ禍による面会制限は、今後も続く事が予想されます。顔を合わせることが出来ない 

中での家族、ケアマネジャーとの信頼関係構築の為、変化があった際の連絡（書面含）等 

をしっかりと行っていく。 

 （１）．基本的な考え 

  特養入所待機のロングショート希望者を 1０名とその他の利用者で稼働率の向上が図れる

様に、地域の医療機関や居宅支援事業所へ空床情報を提供すると共に、緊急な場合の受け

入れ体制の強化するなど柔軟に対応する。 

 （２）．事業目標 

  特養併設２０床及び空床利用 

年間月平均一日当たり１７．５人、稼働率８７．５％以上 

 （３）．事業内容 

  ①．居宅介護支援事業所のケアマネジャーの立てる介護計画に沿い、利用者・家族の希望 

を取り入れながら、サービス提供を行う。 

  ②．新規の利用希望者には、見学やサービスの説明をすると共に、訪問事前面談を行い、 

利用者や家族が、快く且つ有効にサービスを利用できるように調整する。 

  ③．サービス提供に関しては、介護保険制度上の利用料や保険給付に関しての制約や、施 

設サービスの機能や範囲の説明を行い、合意の上契約の締結を行う。 

  ④．利用者や家族、担当ケアマネジャーとの連絡やモニタリングを行い、利用に際しての 

希望や、利用者の様子など、必要な情報を整備し、各職員に伝達することで、的確なサ 

ービスが提供できるよう調整を行う。 

  ⑤．前回利用時の利用者の様子や出来事などの記録を確認し、サービスの問題点を是正し 

ながら、サービスの構築に努める。 

  ⑥．併設の特別養護老人ホームと同様にサービス提供を行うが、主治医が嘱託医ではない 

利用者もいるので、希望を確認しながら提供を行う。 

  ⑦．外部からの来客も多い為、挨拶等の基本的な事など含めて、接遇等の指導を行う。 

  ⑧．安心して過ごせる場であることを第一に考え、ケアの方法や関わり方が、適切である 
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か、利用者本人はもちろんであるが、周囲の人たちが見聞きして、不快なケアや関わり 

方をせず、職員各自で注意をし合える環境を構築する。 

  ⑨．利用者の置かれている環境や心身状況等の把握に努めます。また、利用者や家族の相 

談に適切に対応するとともに、助言やその他、必要な援助を行っていく。 
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【無料低額診療事業「雪見原クリニック」】 

Ⅰ．無料低額診療事業「雪見原クリニック」の運営 

雪見原クリニックは、令和３年１２月１日に保健医療機関として開業し２年目を迎える。

新型コロナウイルス感染症の第７波と第８波及び２度のクラスター発生によって利用者

への診療が重なり、今年度は近隣への周知を積極的に行い患者増に繋げる。 

１.基本的な考え 

（１）．特別養護老人ホームベテラン館ヴィラの協力医療機関（配置医師）としての役割 

   ベテラン館ヴィラ併設の診療事業として、特養ご利用者の急性増悪早期への対応と、看 

取りにも積極的に対応し、職員の体調不良者が出た場合にも対応する。 

（２）．保険医療機関としての役割 

   近隣に住宅が少ないこと、高齢者も多いことから、往診（訪問診療）に積極的に対応し、

現在、数か所往診（訪問診療）を行っており、今年度は件数を増やすよう努力する。 

（３）．無料低額診療 

   減免（生活保護）対象者に対して、総保険診療費の１割を減免することにより、費用の 

   支払いが困難な方でも遠慮せずに医療を受けられるようにするとともに、適切な医療を 

提供します。昨年度は、減免対象者（減免日数）は、総患者（総日数）の２５％程度で 

す。今年度も基準の割合（１０％）以上で推移するよう無料低額診療の周知を行う。 

（４）．その他 

   当院には、レントゲン装置、超波装置、心電図、骨密度、オージオメーター等の装置機 

器があり検査が可能です。また、採血や尿検査も外部検査機関との連携で検査が可能で、 

健康診断などの予防医療にも積極的に推進する。 

 

２．事業目標及び目標達成のための計画 

（１）．特別養護老人ホームベテラン館ヴィラの協力医療機関（配置医師） 

利用者の健康管理と必要な治療を適宜適切に行うために、施設看護師と連携を密にして

対応する。 

（２）．近隣のからの外来患者及び往診（訪問診察）患者を増やす 

保険医療機関「雪見原クリニック」が開設したことの周知を図り、外来患者及び往診（訪 

問診察）の患者の受入れを目指す。 

（３）．減免対象者を１０％以上獲得する 

近隣の居宅介護支援事業所や社会福祉協議会、施設利用者のご家族様にも「貧困等で受 

診をあきらめている方」に周知を図り、減免対象者 10％を目指す。 

（４）．健診の推進 

施設出入り企業や近隣企業に働きかけて企業健診を推進させる。 

 （５）．事業収益の累積黒字化 

   診療所への先行設備投資と特別養護老人ホームの一部を診療所に転用し補助金返還に

おける資金回収を上回る事業収益の黒字化を目指す。 
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【居宅介護支援事業（ベテラン館ヴィラ所沢）】 

Ⅰ．居宅介護支援事業所の運営 

在宅での介護を支える窓口となるべく、また、早急な事業収益化の達成を目標に法人内の 

他事業の貢献に努める。このため、地域の医療機関、地域包括支援センター、民生委員な 

ど、さまざまな機関と連携できるよう心がけ、在宅医療・福祉の柱となれるよう取組む。 

 

１．基本方針 

  高齢者が要介護状態になった場合においても、住み慣れた地域において、その有する能力 

に応じ自立した在宅生活が送れるよう支援していきます。ご利用者の心身の状況、また、 

おかれている環境等に応じて、ご利用者の選択に基づき、適切な福祉サービスおよび保健 

医療サービスが、総合的に提供されるよう支援します。 

サービスの提供にあたっては、ご利用者の意思および人格を尊重し、常にご利用者の立場 

に立ち、提供される居宅サービス等が、不当に偏ることのないよう公平中立に行います。 

 

２．事業目標 

(１)．法人内の事業所との連携を強化し、安定した事業所運営に取組む。 

(２)．サービス事業所との担当者会議を積極的に活用し、情報の共有と連携が円滑に行える 

よう努め、サービスの一元化と安定した提供を行うための体制作りを推進する。 

 (３)．作成したケアプランのモニタリングを、実際にケアを提供しているサービス事業所に 

訪問し、確認しながら行います。このことにより、評価の有効性を高め、よりご利用者の 

状況に対応したサービス計画作成に繋げる。 

 (４)．法令に基づき適切に業務を遂行し、定期的に自主点検を実施する。 

 (５)．事業所内外の研修に積極的に参加し、専門職としての自己研鑽を図りながら地域に信 

頼される事業所づくりを行う。 

(６)．地域の医療・行政・住民など社会資源の連携強化に参加しながら、これを活用した質 

の高い計画の立案に努める。 

 (７)．正確な介護保険請求・介護給付を行う。 

 (８)．利用者のニーズと法令に即した適切なサービス計画の作成を行い、分かりやすく説明 

を行う。 

３．業務内容 

（１）．居宅ケアプランの作成 

①．ご利用者・ご家族との信頼関係を築き、的確な状況把握に努める。 

②．課題（ニーズ）に即した分かりやすいケアプランを作成する。 

③．ご利用者の状況の変化に、臨機応変に対応する。 

（２）．サービス担当者会議の実施 

①．保健・医療・福祉の連携を図り、定期的に情報交換を行う。 

②．定期的に会議を実施するほか、処遇困難ケースや病状の変化などが発生した場合は臨 

機に開催し、情報の共有化と問題の早期解決に努める。 
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（３）．モニタリングの実施 

①．ご利用者の自立支援を目指し、能力・意欲を引き出すことを重要課題とする。 

②．現在抱えている問題を収集し、ご利用者・ご家族とともに解決すべき課題を把握する。 

③．適時にモニタリングを実施し、個別ニーズの把握に努める。 

④．モニタリングの結果を踏まえ、ご利用者・ご家族の希望を反映したケアプランを作成

する。 

（４）．介護保険請求・介護給付 

①．サービス実績・事業所レセプトの点検体制を強化し、正確な請求に努める。 

②．国民健康保険団体連合会への正確な請求を行うため、マニュアルの整備・見直しを行 

いながら、居宅関係併設事業所も含め提出方法の一元化を図る。 

４．具体的計画 

（１）．介護保険制度の動向や地域の福祉情勢を把握し、事業の検討および改善に努める。 

①．各種研修会および圏域の居宅系部会等に参加し、常に新しい情報を収集する。 

②．地域包括支援センターおよび他の関係事業所との相互連絡を積極的に行い、事業の円 

滑化を図る。 

③．常に経営分析を念頭に置き、圏域の情勢を勘案しながら今後の方向性を見極めていく。 

（２）．自立支援と重度化予防の視点から利用者のニーズを的確にとらえ、ケアマネジメン 

トを行う。 

①．利用者のニーズを的確に把握できるよう相談面接技術力を高める。 

②．課題やニーズを明らかにし、利用者の生活全体に目を向けたアセスメントおよび利用 

者主体のケアプラン作成を行う。 

（３）．専門研修への参加および自己研鑽を行うことにより、専門職としての資質の向上に努 

め、利用者および地域に選ばれる事業所を目指す。 

①．圏域の研修および専門研修等に積極的に参加し、介護支援専門員としての専門性をさ 

らに高める。 

②．ご利用者および地域から信頼されるよう日ごろから接遇には十分配慮し、誠意を持っ 

て接する。 

③．各種会議・研修等へ参加し、職員の資質の向上を図るとともに、事業所間の情報共有 

に役立てる。 

（４）．マニュアルの作成・見直しを通じ、アセスメントからプラン作成・サービス提供へ 

の流れを明瞭にすることで業務の標準化を行う。 

①．サービス提供の流れをマニュアル化し、確実な実施と進捗の確認を行う。 

②．マニュアルの妥当性を定期的に見直し改善する。 

（５）．個人情報の保護に留意しながら、適切な情報提供・情報開示を行い、説明責任を果 

たせるよう努める。 

①．利用者の権利・プライドを尊重し、個人情報を保護していきます。 

②．介護サービス情報の公表により事業者情報を正確に伝える。 

さらに機関紙・ホームページ・掲示板を活用し、情報を提供していく。 
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③．サービスの提供にあたり、計画について十分な説明を行い利用者の理解と同意を得て 

いく。 

（６）．自己評価を行い、サービスの質の検証・改善に取組む。 

①．年間の目標を設定し、達成できるよう努力する。 

②．苦情や要望については真摯に受け止め、必要な対応を速やかに行うとともに、サービ 

スの改善に努める。 

③．利用者の人権擁護・自己実現の視点から、身体拘束廃止・虐待防止・事故予防を重視 

したマネジメントを徹底する。 

（７）．利用者状況に応じた柔軟な対応ができる体制を構築する。 

①．対応困難ケースについての具体的な処遇方針検討を実施する。 

②．地域における事業者や活用できる社会資源の状況変化について情報を共有する。 

③．保健医療および福祉に関する諸制度について情報共有を行う。 

④．ケアマネジメントに関する技術に関する意見交換を実施し向上に努める。 

（８）．適切な車輌管理と安全運転を実施する。 

①．運行前の点検実施を実施し、異常を確認した場合は速やかに報告を行う。 

②．交通法規を遵守し運転のみならず駐車にも配慮を行う。 
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Ⅻ．（仮称）特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川  

 

令和５年１月桶川市長の開発行為許可の認可を受けて土地購入と新築工事の一般競争入 

札を行い、木造２×４工法採用による地上３階、耐火建築物としての特養施設木造建物に決 

定されました。 

まさに当法人の理念に沿った「利用者様に快適性と安全性の提供」ができるものと確信し、 

工期の短縮や耐震性と耐久性・防災性及び環境と人にやさしい工法で高品質の２×４工法の 

新築建物の着工と完成に向けて取り組んでまいります。 

また、事業開始予定令和６年４月に向けて、開設準備室を立上げて、施設長の就任、人材の 

確保と研修、設備備品等の入札と納入、補助金申請及び特養設置認可・介護保険指定など多 

岐にわたる施設の開設申請手続きに推進する。 

 

１．所在地 埼玉県桶川市大字加納天神 818 番 1 他 4筆 

  敷地面積  6508.53 ㎡ 

 

２．利用定員 ユニット型定員１００名 

 

３．職員定数（配置計画） 常勤５１名、非常勤２５名 計７６名 

 

４．事業開始予定年月日（予定） 令和６年４月１日 

 

５．施設運営方針 

 法人理念に基づき、次の５項目に取組みます。 

（１）．利用者様と職員が個性を尊重できる共生する生活環境をつくります。 

（２）．内外の交流を盛んにし、利用者様が社会的存在を実感できるよう図ります。 

（３）．高齢者が持つ不自由・不要・不安を親身になって解消に努めます。 

（４）．明るく、笑顔で、愛を持って利用者様と心通じ合う施設運営をします。 

（５）．ご家族さまと協力して、利用者さまの大切な時間を活かします。 

 

６．行動指針 

（１）．初心を忘れない心 

（２）．誠意を持ったおもてなし 

（３）．積極的な行動 

（４）．医療と福祉の共存 

 

 ７．施設の開設手続き 

  老人福祉施設の設立計画書の提出のとおり、開設申請における届出や各種許可及び協力病 

院との円滑な関係づくりに努め、給食に係る保健所への届出、医務室の診療所の許可、諸 

規程にあっては当法人の特別養護老人ホームベテラン館ヴィラの運営規程で定められた 

諸規定を整備し、労働基準監督署や消防署への消防計画等を届けてまいります。 
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施設開設にあたって、設置認可等の申請を提出する。 

 

８．人材確保計画…別紙令和５年度月度別採用（中途・新卒）、研修・説明会より 

（１）．求人方法 

①．新聞折り込み広告、求人広告（求人誌・フリーペーパー・ネット求人） 

②．社団法人埼玉看護協会ナースセンター、埼玉県福祉人材センターに登録 

③．ハローワークに登録 

④．福祉専門学校等への求人案内 

⑤．法人の職員紹介制度（奨励手当支給）による紹介及びスカウティング 

⑥．海外留学生の受入れ 

（２）．採用媒体開始日程 

①．紹介及びスカウティング：令和５年４月開始 

ユニットリーダー研修修了者、生活相談員（介護支援専門員有資格者） 

管理栄養士、看護職員、医師 

②．新聞折り込み広告：令和５年４月開始 

③．ナースセンター、福祉人材センター、ハローワーク登録：令和５年４月 

④．専門学校、短大、大学等の新卒者採用への求人：令和５年４月開始 

（３）．職員採用説明会 

①．令和５年４月より開始 

②．月６回程度の開催予定（土日開催、平日開催を組み合わせる。） 

（４）．採用試験（令和５年４月以降随時） 

①．書類選考（履歴書） 

②．一次試験（作文、適性検査、担当者面接） 

③．二次試験（役員面接） 

（５）．採用（令和６年１月以降随時） 

①．開設準備に関わる職員 

生活相談員、看護長、介護長等は、開設準備のため、令和５年４月以降随時採用予定。 

②．介護職員等（一般職）については、令和６年３月採用とする予定。 

   

 ９．入札の実施 

  建設に先立ち設備備品等の一般競争入札を数回実施する。 

  開所までに設備整備及び開設準備関連の決定と購入、委託業者の選定、備品消耗品の購入。 

 

 10．補助金協議と報告及び実績報告 

  令和 4年度 工事進捗率 20％（県費補助金） 

  令和 5年度 工事進捗率 80％（県費補助金） 

 （１）．施設整備 

（２）．設備整備 
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（３）．令和５年度分の特別養護老人ホーム開発準備補助協議を行う。 

 

11．行政関係手続 

  令和6年4月1日特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川開設のため行政手続きを行う。 

（１）．介護保険の事業者指定申請手続き 

（２）．特養設置認可申請手続き 

（３）．労務関係手続き 等 

 

 12．防災計画 

  樋川市消防署と連携をとり、施設において防災計画を作成する。 

  防災計画に基づき緊急事態に対して全職員が手際よく対処できるよう、管理権限者と防災 

管理者を置き、月 1回の防災用具の自主点検を行うとともに、年 2 回の防災訓練を行う。 

 

13．人員配置計画 

職名（注１） 氏名（注２） 資  格 

施設長 小笠原智佳子 理事（常勤） 

事務長 未定  １名  

事務員 未定  ４名 常勤１名・非常勤３名 

介護支援専門員 未定  １名 介護支援専門員 

生活相談員 未定  ２名  

ユニットリーダー 未定 １０名  

介護職員 未定 ４５名 常勤２９名・非常勤１６名 

医師 未定  ３名 非常勤 

看・介護長 未定  １名  

看護師 未定  ６名 常勤４名・非常勤２名 

機能訓練指導員 未定  １名 非常勤 

管理栄養士 未定  １名 管理栄養士 

合計    ７６名  

 

 14．資金計画 

  別紙、資金収支予算書内訳書の通り。 

 


